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マツオカ建機株式会社と災害時における 

レンタル資機材の提供に関する協定を締結しました 

 
 

 

 

 

１ 協定締結日 

 令和４年６月９日（木） 

 

２ 内容 

 災害時における応急対策及び復旧業務を実施するに当たり、市がマツオカ建機株式会社から

必要な資機材の迅速かつ円滑な提供を受けるために必要な事項を定めるものです。 

  

３ 主な対象資機材 

 ・発電機 

 ・簡易水洗トイレ 

 ・シャワーユニット 

 ・移動式エアコン 

 ・ストーブ類 

 ・トラック、バックホー等の車両 

４ その他 

 マツオカ建機株式会社は、建設関連の総合レンタル・リース企業で、新舞子字神田地内にレ

ンタル拠点を有しています。 

 

防災危機管理課 
担当：磯部 

（０５６２－３６－２６３８） 

 知多市とマツオカ建機株式会社（本社：三重県川越町、代表取締役社長：松岡 賢）

は、災害時の地域防災力の向上のため、災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協

定を締結しました。 


